
室
町
末
期
最
大
の
「
源
氏
物
語
」
の
古
注
釈
書
に
中
院
通
勝
（
一
五
五
六
～
一
六
一
○
）
に
よ
る
『
眠
江
入
楚
』
が
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

現
在
通
勝
自
筆
と
目
さ
れ
る
も
の
ば
、
京
都
大
学
中
院
文
庫
に
「
空
蝉
」
「
夕
顔
」
「
末
摘
花
」
「
紅
葉
賀
」
の
四
帖
（
中
院
／
Ｖ
／
詔
）
を
収
め

る
の
柔
で
あ
る
。

調
査
報
告
四
十
七
’
六

こ
の
中
の
、
「
空
蝉
」
（

慶
長
八
年
十
一
九
於

水
無
瀬
読
之
時
身
も

思
ひ
〈
て
ぬ
と

猶
又
可
案
之

子
君
の
心
に
面
白
也

は
じ
め
に 常

磐
松
文
庫
蔵
『
九
条
家
本
源
氏
物
語
聞
害
」
解
題

の
巻
の
頭
注
書
入
れ
に
朱
筆
に
て
、

ブ
イ
、

徳
岡

一
Ｔ
Ｊ
、

且
ご
Ｉ
Ｊ

－
ケ
ー
ノ

、
，
ツ
イ
レ

－1Qq－
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と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
写
真
版
に
て
『
大
日
本
史
料
』
（
通
勝
没
条
）
に
も
載
せ
る
こ
と
か
ら
広
く
知
ら
れ
る
所
で
あ
っ
た
。

（
１
）

ま
た
、
井
上
宗
雄
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
通
勝
の
家
集
に
は
、
水
無
瀬
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
講
釈
の
終
了
の
折
の
歌
を
載
せ
て
い
る
。

同
（
慶
長
）
十
三
年
水
無
瀬
に
て
源
氏
終
功
の
時

一
三
三
九
打
ち
わ
た
す
そ
の
名
ば
か
り
は
い
か
な
ら
ん
我
が
身
に
た
ど
る
夢
の
う
き
は
し

右
の
よ
う
な
事
柄
か
ら
、
『
眠
江
入
楚
』
の
完
結
し
た
そ
の
後
に
、
水
無
瀬
に
て
源
氏
物
語
を
講
釈
し
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。

（
２
）

と
こ
ろ
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
今
日
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
僅
か
伊
井
春
樹
氏
に
よ
っ
て
『
九
条
家
本
源
氏
物
語
聞
書
』

の
中
の
、
記
事
の
幾
つ
か
が
紹
介
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

さ
て
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
二
十
五
日
よ
り
二
十
九
日
に
か
け
て
催
さ
れ
た
『
第
三
回
実
践
女
子
大
学
蔵
書
展
』
の
、
「
中
世
・
近
世
に
お
け

（
３
）

る
万
葉
・
源
氏
ｌ
山
岸
文
庫
を
中
心
に
」
の
展
示
目
録
の
中
に
、
こ
の
『
九
条
家
源
氏
物
語
間
害
』
は
、
野
村
精
一
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
。

長
文
だ
が
、
今
は
、
目
に
触
れ
る
こ
と
も
少
な
い
の
で
こ
こ
に
改
め
て
録
す
。

こ
れ
ま
で
学
会
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
稀
翻
の
、
源
氏
物
語
古
注
釈
害
。
お
そ
ら
く
天
下
の
孤
本
で

あ
ろ
う
。
写
本
五
冊
。
外
題
・
内
題
と
も
に
な
く
、
書
名
不
詳
。
こ
こ
で
は
後
補
の
峡
・
題
叢
と
、
各
巻
々

頭
の
「
九
条
」
印
に
よ
り
、
か
く
称
し
た
。
よ
っ
て
、
著
者
、
年
代
等
成
立
の
詳
し
い
事
情
も
全
く
不
明
で
あ

る
。
峡
・
題
篭
に
は
「
中
院
通
勝
講
慶
長
元
和
頃
写
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
旧
蔵
者
弘
文
荘
の
そ
れ
と
お
ぼ

し
い
が
、
こ
れ
は
、
文
中
ま
ま
「
素
然
」
「
也
足
」
な
ど
の
発
言
と
し
て
引
か
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
又
、
末

摘
花
の
巻
頭
に
「
慶
長
九
壬
八
月
二
日
水
無
瀬
素
然
」
な
ど
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
夢
浮
橋
の
巻
々
に
は
「
慶
長
十
三
四
月
十
九
日
一
一
御
講
釈
終
」
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
書

写
年
代
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
本
注
釈
の
成
立
自
体
は
、
概
ね
こ
の
辺
り
と
見
て
誤
り
は
あ
る
ま
い
。
な
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そ
し
て
、
同
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
に
よ
り
、
平
成
八
年
三
月
よ
り
、
五
カ
年
を
か
け
て
『
年
報
』
誌
上
に
て
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
た
・
本
稿
は
、

こ
の
『
九
条
家
本
』
（
本
稿
で
は
、
『
九
条
家
本
』
の
略
称
を
用
い
た
い
と
思
う
）
。
の
成
立
に
つ
い
て
、
こ
の
通
勝
講
釈
に
関
わ
っ
た
人
物
を
中
心
に

考
察
し
、
ま
た
『
九
条
家
本
』
の
内
容
の
一
端
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
試
み
は
、
即
ち
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
『
源
氏
物
語
』
の
享
受
の
様
相
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で

あ
る
。実

践
女
子
大
学
常
磐
松
文
庫
に
、
一
城
堂
よ
り
昭
和
四
十
四
年
に
購
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
研
究
所
の
上
野
英
子
氏
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ

た
。
し
か
し
、
一
方
で
蔵
書
印
を
ゑ
る
に
、
九
条
家
か
ら
、
反
町
弘
文
荘
に
買
い
入
れ
ら
れ
た
経
緯
が
浮
か
び
上
が
る
。

（
４
）

反
町
茂
雄
氏
の
『
一
古
書
津
の
思
い
出
』
に
拠
る
と
、
「
九
条
侯
爵
家
焼
け
残
り
の
秘
庫
開
放
」
と
い
う
項
に
お
い
て
、
「
昭
和
二
十
二
年
一

一
、
伝
来
に
つ
い
て

き
書
で
あ
る
。

お
眠
江
入
楚
と
は
、
内
容
的
に
は
か
か
わ
り
は
深
い
よ
う
だ
が
、
同
一
注
文
は
持
っ
て
い
な
い
。
全
般
的
に

は
よ
り
簡
略
で
あ
り
、
又
声
点
清
濁
等
読
み
方
に
拘
わ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
各
巻

の
末
丁
に
「
追
」
と
タ
イ
ト
ル
し
た
追
記
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
、
眠
江
入
楚
の
「
補
注
」
「
追
勘
」
や
「
秘
抄

別
勘
」
の
如
き
に
近
い
が
、
よ
り
形
式
的
に
整
っ
た
補
注
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
諸
注
の
引
用
に
当
た
っ

て
は
眠
江
入
楚
の
用
い
て
い
な
い
一
葉
抄
、
林
逸
抄
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
む
し
ろ
こ
の

聴
聞
者
（
Ⅱ
筆
記
者
）
は
、
連
歌
師
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
後
の
精
査
を
要
す
る
。
注
意
す
べ
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月
に
赤
坂
福
吉
町
の
木
造
旧
邸
内
の
、
焼
け
残
り
の
土
蔵
か
ら
の
、
多
く
の
珍
籍
が
放
出
し
た
」
。
と
そ
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

に
こ
の
一
一
一
九
条
家
本
源
氏
物
語
間
害
』
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
遡
る
こ
と
昭
和
四
年
十
一
月
に
も
一
誠
堂
の
買
い
受
け
で
、
九
条
家
か
ら
多
く
の
書
籍
が
流
出
し
て
い
る
。
そ
の
折
り
一
誠
堂
の
店

員
と
し
て
、
整
理
、
買
い
立
て
を
し
た
の
が
反
町
氏
で
あ
っ
た
。

こ
の
辺
り
の
流
通
の
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
追
求
す
る
こ
と
は
、
稿
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
『
九
条
家

本
』
の
作
者
と
九
条
家
の
繋
が
り
の
深
さ
に
つ
い
て
も
、
い
ま
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
憶
測
を
連
ね
る
こ
と
を
畏
れ
、
次
の
項
よ
り
、
成

立
な
ど
に
つ
い
て
蓋
然
性
の
強
い
事
柄
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

先
ず
は
、
『
九
条
家
本
』
の
主
軸
を
な
す
通
勝
の
講
釈
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
そ
の
成
立
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
『
九
条
家
本
』

の
成
立
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
年
次
を
含
む
記
載
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
年
次
順
）
。

元
亀
三
九
月
勝
竜
寺
之
城
に
て
藤
孝
御
所
望
に
て
紹
巴
講
釈
あ
り
末
座
に
侍
て
聴
聞

（
第
二
冊
・
七
九
丁
表
・
乙
女
追
・
〈
追
〉
は
追
記
）

慶
長
九
閨
八
月
二
日
於
水
無
瀬
殿
素
然
（
第
一
冊
・
六
一
丁
表
・
末
摘
花
）

紅
葉
賀
の
巻
の
「
心
ぐ
る
し
う
て
」
の
肩
付
き
に
「
閨
八
三
日
」
と
存
す
。
（
第
一
冊
・
六
七
丁
表
）

慶
長
十
三
年
二
月
廿
三
於
水
無
瀬
殿
中
院
殿
也
足
軒
講
釈
此
巻
よ
り
蓋
〈
し
め
給
ふ
心
は
此
巻
は

祝
言
也
桐
壺
〈
不
祝
言
な
り
こ
れ
ゆ
へ
に
此
巻
を
初
一
一
よ
ミ
給
り
先
に
芦
箏
斎
二
い
さ
些
か
聴
今
説
ノ
き

二
、
成
立
に
つ
い
て
ｌ
水
無
瀬
に
お
け
る
通
勝
の
講
釈
に
つ
い
て
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存
す
る
。

り
つ
ほ
を
最
初
一
一
善
き
た
る
も
心
を
付
て
見
へ
き
事
と
心
前
申
さ
れ
け
り
（
第
三
冊
・
十
三
丁
表
・
初
音
）

慶
長
十
三
年
四
月
十
九
日
二
御
講
釈
終
先
年
称
名
院
殿
の
御
講
釈
も
今
日
終
と
御
物
語
也
今
日
石
山

の
御
縁
日
一
一
よ
り
て
也
（
第
五
冊
・
八
八
丁
表
・
夢
浮
橋
）

元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
の
講
釈
だ
け
が
、
時
期
的
に
、
ま
た
講
釈
す
る
人
物
か
紹
巴
、
発
起
人
は
、
藤
孝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
突
出
し

た
記
事
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
「
末
座
に
侍
て
聴
聞
」
し
て
い
た
の
は
通
勝
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
、
永
禄
年
間
に
通
勝
が
三
光
院
実
枝
か
ら
の
講
釈
を
受
け
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
通

（
５
）

勝
発
起
に
よ
る
紹
巴
講
釈
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
井
爪
康
之
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
源
氏
紗
』
（
静
嘉
堂
文
庫
目
録
に
お
い
て
は

『
源
氏
物
語
之
抄
」
九
巻
写
〈
松
九
〉
）
の
棡
壷
の
巻
の
奥
書
に
よ
り
、
明
ら
か
で
あ
る
。

一
五
六
○
年
代
よ
り
、
一
五
七
○
年
代
に
か
け
て
通
勝
は
、
い
わ
ば
学
ぶ
立
場
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
眠
江
入
楚
』
は
、
元
々
、
そ
れ
ま
で

の
源
氏
物
語
古
注
釈
を
集
成
し
よ
う
と
い
う
藤
孝
つ
ま
り
、
幽
斎
の
素
志
を
通
勝
が
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
に
、
意
義
深
い

は
、
管
見
の
限
り
で
は
明
ら
か
で
な
吟

で
は
、
な
ぜ
水
無
瀬
に
て
『
源
氏
物

一
条
で
あ
る
。

式
」
て
、
白
目
一冒
頭
に
も
触
れ
た
、
慶
長
年
間
の
通
勝
の
水
無
瀬
に
て
の
講
釈
で
あ
る
が
、
こ
の
講
釈
が
い
つ
開
始
さ
れ
た
の
か
正
確
な
と
こ
ろ

、
１
ノ
ー
Ｉ
声
」
』
幸
．
。
、
１
１
１
Ｊ
、
ノ
、
母
凸
幸
．
島
、
、
へ
）

う
ば
べ
の
な
か
せ
は
か
り
は
も
て
つ
け
つ
へ
ぎ
わ
さ
－
も
て
つ
く
る
と
は
も
て
な
す
事
心
中
さ
へ
よ
く
は

上
つ
ら
は
何
と
も
し
な
さ
う
す
る
と
云
心
な
り
く
た
し
を
く
だ
し
と
濁
り
も
あ
る
へ
し
と
院
様
勅
定
と

水
中
御
物
か
た
り
也
惣
て
の
意
は
数
な
ら
ぬ
身
な
れ
と
か
く
思
し
く
た
し
給
御
心
を
深
く
恨
ミ
申
也
下

『
源
氏
物
語
』
を
誠
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
勝
と
水
無
棚
と
の
接
点
を
示
す
重
要
な
記
載
が
『
九
条
家
本
』
に

‐1』可弓
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塙
の
伊
予
か
妻
な
れ
は
と
て
か
く
理
不
壼
の
義
は
い
か
基
と
恨
申
也
き
は
を
き
は
と
こ
そ
侍
な
れ
と
て

と
は
上
禧
な
れ
共
今
下
繭
に
成
た
れ
は
と
て
理
不
尽
ノ
御
事
は
い
は
れ
さ
る
事
と
う
ら
む
る
也

（
一
冊
ｎ
．
三
二
丁
表
・
箒
木
追
・
〈
追
〉
は
追
記
）

女
な
と
の
御
か
た
た
か
へ
こ
そ
夜
ふ
か
く
い
そ
か
せ
給
へ
き
か
は
ｌ
か
は
の
出
葉
ち
と
間
へ
に
く
し
院
様

仰
ら
る
女
な
と
の
御
か
た
た
か
へ
こ
そ
あ
ら
め
夜
ふ
か
く
急
が
せ
給
へ
き
か
は
と
ゑ
れ
は
よ
し
と
也
あ

ら
め
と
云
詞
を
入
て
心
に
桑
る
へ
し
水
中
此
物
語
あ
り
（
一
冊
目
・
三
三
丁
表
・
箒
木
追
）

あ
ぱ
め
ら
れ
て
ち
と
わ
る
く
い
は
る
上
様
な
る
心
也
天
子
の
御
句
に
わ
き
て
吾
あ
ば
め
ら
る
上
も
に
く

か
ら
て
水
中
御
物
か
た
り
（
二
冊
Ⅱ
．
三
十
丁
裏
・
明
石
迫
）

以
上
、
箒
木
の
巻
の
追
記
に
二
箇
所
、
明
石
の
巻
の
追
記
に
一
箇
所
、
す
べ
て
「
院
様
」
及
び
「
天
子
」
の
御
説
（
な
お
、
「
院
様
」
「
天
子
」
の

御
説
に
つ
い
て
は
次
項
に
て
考
察
す
る
）
・
を
伝
え
る
形
で
、
「
水
中
」
と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
人
物
か
記
さ
れ
る
。
こ
の
人
物
こ
そ
が
「
水
無
瀬
」

『
読
史
備
要
』
に
は
、
「
水
」
と
い
う
一
宇
名
の
人
物
と
し
て
、
中
院
通
茂
、
水
無
瀬
兼
成
、
山
圀
寺
日
鎮
上
人
、
高
松
宮
好
仁
親
王
、
中
院

通
林
を
載
せ
る
。
二
字
名
の
項
に
は
「
水
中
」
と
い
う
人
物
を
載
せ
な
い
。
ま
た
、
『
顕
伝
明
名
抄
』
に
載
せ
る
一
宇
名
の
「
水
」
の
人
物
は

水
無
瀬
兼
成
卿
、
中
院
殿
通
村
公
、
中
院
殿
通
茂
公
で
あ
る
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
連
歌
の
世
界
で
は
、
例
え
ば
「
日
大
」
は
「
日
野
大
納
言
」
、
「
広
中
」
は
「
広
橋
中
納
言
」
と
い
う
よ
う
に
、

一
字
名
に
官
職
名
の
頭
文
字
と
を
併
せ
て
略
称
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
事
柄
で
あ
る
・
連
歌
関
係
の
資
料
を
険
ず
る
に
、
た
だ
ち
に
「
水

中
」
と
は
、
水
無
瀬
兼
成
二
五
一
四
～
一
六
○
二
）
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
６
）

『
曼
殊
院
目
録
』
の
中
の
、
文
禄
二
年
十
一
月
二
十
六
日
興
行
の
九
条
植
通
の
八
十
賀
の
た
め
の
和
漢
百
韻
聯
句
の
連
衆
の
中
に
、
「
水
中
」

で
の
講
釈
の
鍵
を
握
る
人
物
で
あ
る
。
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ま
た
、
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
発
句
を
「
い
そ
ち
ふ
る
時
雨
を
け
ふ
の
挟
か
な
水
中
」
と
す
る
和
漢
聯
句
が
広
島
大
学
福
井
文
庫
（
国
文

学
資
料
館
請
求
記
号
広
大
福
井
一
六
七
五
）
に
も
存
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
水
中
」
と
は
や
は
り
「
水
無
瀬
兼
成
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
連
衆
は
、
「
水
中
、
自
笑
、
周
陽
、
宗
鎮
、
氏
成
、
雄
忠
、
重
治
、
等
安
、
玄
朝
、
宗
三
、
日
中
」
で
あ
る
。

水
無
瀬
兼
成
に
つ
い
て
は
、
三
条
西
実
隆
の
『
再
昌
草
』
に
載
せ
る
以
下
の
詞
害
と
歌
と
が
そ
の
出
自
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

永
正
十
一
年
（
一
五
一
四
）
十
一
月
二
八
日

廿
八
日
孫
童
一
歳
二
男
中
納
言
水
無
瀬
の
養
子
に
つ
か
は
す
と
て
思
ひ
つ
上
け
し

立
ち
そ
ひ
て
松
に
小
松
の
末
を
と
く
ま
も
ら
ん
千
世
の
日
影
を
そ
思
ふ

中
納
言
水
無
瀬
、
つ
ま
り
水
無
瀬
英
兼
の
養
子
と
し
て
、
三
条
西
公
条
の
二
男
で
、
実
条
の
弟
に
当
た
る
兼
成
は
、
水
無
瀬
家
に
養
子
に
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

擬
ぼ

さ
て
、
そ
の
ほ
か
管
見
に
及
ん
だ
「
水
中
」
の
名
を
有
す
る
記
事
は
以
下
の
二
例
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
「
実
条
公
御
詠
草
』
慶
長
三
年
自

筆
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
・
へ
二
・
四
八
六
七
・
一
八
）
で
あ
る
。

正
舟
夜
、
水
無
瀬
中
将
之
都
の
宿
に
て
俄
当
座
十
五
首

連
歌
で
あ
る
と
考
え
る
と
頷
け
る
。

の
名
を
見
い
だ
す
。
発
句
は
植
通
で
、
「
霜
を
ふ
る
松
や
十
か
へ
り
み
な
瀬
や
ま
」
で
あ
る
。
以
下
は
そ
の
目
録
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

玖
九
条
植
通
水
中
水
無
瀬
兼
成
大
炊
大
大
炊
御
門
経
頼
日
大
日
野
輝
資
広
中
広
橋
兼
勝

右
衛
高
倉
永
孝
三
位
中
雅
枝
朝
臣
飛
鳥
井
氏
成
朝
臣
水
無
瀬
集
雲
守
藤
東
福
寺
光

沢
天
倫
東
福
寺
貞
増
周
陽
泰
甫
、
南
禅
寺
鰍
東
案
紹
員
久
林

な
お
、
こ
の
和
漢
聯
句
に
お
い
て
水
中
は
、
十
一
首
と
最
多
で
あ
る
由
で
あ
る
が
、
従
兄
弟
に
当
た
る
九
条
植
通
の
八
十
の
賀
に
際
し
て
の
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（
写
Ｉ
）

こ
の
歌
会
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
氏
に
よ
っ
て
、
「
慶
長
三
年
兼
成
・
氏
成
に
歌
会
を
行
い
（
実
条
詠
草
）
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
慶

長
三
年
、
兼
成
は
、
既
に
椎
‐
中
納
言
で
あ
っ
た
。
右
の
詞
害
に
い
う
「
水
無
瀬
中
将
」
と
は
、
兼
成
男
水
無
瀬
氏
成
（
一
五
七
一
～
一
六
四
四
）
で

あ
る
。
「
水
中
、
水
ノ
内
人
、
ケ
ト
ク
ゐ
ん
」
そ
し
て
「
実
条
」
の
四
人
で
行
わ
れ
た
こ
の
歌
会
の
「
水
中
」
は
、
水
無
瀬
兼
成
と
推
す
に
は

検
討
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
。

「
水
ノ
内
人
」
が
、
水
無
湘
中
将
を
指
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
問
題
は
な
い
が
、
誰
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。
つ
ま
り
「
水
中
」
を
、
水
無

瀬
中
将
の
略
称
と
し
て
用
い
て
い
る
可
能
性
か
考
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
記
事
の
中
の
、
「
水
中
」
は
、

（
８
）

水
無
瀬
氏
成
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
稿
者
が
、
こ
の
よ
う
に
危
倶
す
る
の
は
、
次
に
掲
げ
る
武
井
和
人
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
宮
内
庁

題
は
拙
字
也
、
人
数
は
四
人
頭
也
、
ク
ト
モ
ニ
サ
ク
リ
山

ケ
ト
ク
ゐ
ん
拙
字
也
、
水
之
内
者

水
中

水
中水

中
水
中

ケ

ト春
逢ク雨
恋

水
ノ

別内初
恋人恋

ケ
ト
ク

、←

碑
壹旨

巨昊山

家

若
菜

雛
竹

夜
梅

聞
恋

鍔
旅

旧

恋
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順
を
お
っ
て
考
察
す
る
。
「
但
水
中
二
有
ヵ
」
と
い
う
の
は
「
水
中
」
の
所
に
「
例
時
骸
法
」
は
有
る
か
と
付
度
し
て
い
る
記
事
で
あ
る
。

次
の
記
事
の
中
の
「
水
中
将
」
と
は
、
水
無
瀬
氏
成
を
さ
す
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
『
実
条
公
遺
稿
』
の
中
に
は
、
「
甫
庵
〔
慶
長
九
六

三
〕
」
と
い
う
記
事
が
見
受
け
ら
れ
る
様
に
、
累
積
的
に
書
き
入
れ
ら
れ
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
最
初
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
年
月

が
判
ら
な
い
限
り
、
こ
の
「
水
中
将
」
は
氏
成
の
可
能
性
が
高
い
も
の
の
、
よ
く
判
ら
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

最
後
の
記
事
の
、
「
二
冊
筆
実
隆
但
九
一
一
ア
ル
ヵ
水
無
獺
中
納
言
」
と
は
、
水
無
瀬
兼
成
の
こ
と
と
推
さ
れ
る
。
氏
成
が
権
中
納
言
と
な
る

の
は
、
寛
永
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
武
井
氏
の
想
定
さ
れ
る
『
実
条
公
遺
稿
』
の
成
立
年
次
を
下
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
実
条
公
御
詠
草
」
慶
長
二
年
自
筆
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
．
八
二
・
四
八
七
・
一
七
）
の
中
に
は
、
「
廿
七
日
、
ヤ
ハ
タ
水
中
納
言

家
に
て
十
首
当
内
」
と
い
う
刺
書
を
有
す
る
和
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
官
職
名
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
直
ち
に
、
水
無
瀬
兼

成
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
、

書
陵
部
蔵
『
実
条
公
遺
稿
』

こ
れ
は
、
三
条
西
家
の
幸

記
し
た
覚
え
書
き
で
あ
る
。

成
立
か
と
推
さ
れ
て
い
る
。

煩
墳
な
考
察
を
続
け
て
き
た
が
「
水
中
」
と
は
、
連
欽
資
料
に
よ
り
水
無
瀬
兼
成
を
示
す
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
「
水
中
将
」
「
水
中
納

言
」
と
い
う
呼
称
が
両
方
存
在
す
る
限
り
、
「
水
中
」
に
関
し
て
も
、
あ
る
い
は
「
水
無
瀬
中
納
言
」
の
略
称
に
留
ま
ら
ず
「
水
無
瀬
中
将
」

納
『．
＝

、－－／

L~一

膨
大
な
の
で
考
察
に
必
要
な
箇
所
の
み
の
引
用
と
す
る
が
、
こ
の
資
料
の
〔
遣
迎
院
（
迎
院
一
一
造
ワ
ス
）
〕
の
項
目
の
中
に
、
「
但
水
中
二
有

（
マ
マ
）

ヵ
例
時
繊
法
〔
筆
実
隆
表
紙
赤
也
〕
水
中
将
〔
但
九
ヵ
花
山
少
将
カ
ニ
マ
ル
ヵ
〕
…
…
カ
ウ
ソ
キ
〔
二
冊
筆
実
隆
但
九
ニ
ァ
ル
カ
水
無
瀬
中

呵
餓
法
〔
筆
実
隆
表
紙
赤
也
〕

と
い
う
記
事
を
見
い
だ
す
。

『
実
条
公
遺
稿
』
〔
柳
．
三
一
三
〕
の
存
在
が
あ
る
。

三
条
西
家
の
蔵
書
を
幽
斎
や
通
勝
等
か
借
り
出
し
、
そ
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
様
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
書
名
や
そ
の
所
在
を

圭
言
き
で
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
、
『
実
条
公
遺
稿
』
は
、
資
料
の
中
の
「
慶
長
十
七
年
虫
払
ひ
」
と
い
う
記
事
に
よ
り
慶
長
末
年
の

－141－
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描
を
試
み
た
い
。

弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
閨
十
月
廿
七
日
に
始
ま
っ
た
、
公
条
の
源
氏
物
語
の
講
釈
の
終
功
に
伴
う
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
○
）
十
一
月
十
一
日

の
『
源
氏
物
語
寛
宴
和
歌
』
に
「
あ
か
し
親
氏
水
無
瀬
宰
相
詠
つ
上
月
を
あ
か
し
の
浦
波
も
立
帰
れ
風
の
問
に
ノ
、
」
に
て
出
詠
し
て
い

（
９
）

る
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
系
図
』
の
永
正
十
年
本
に
兼
成
筆
の
一
本
が
、
桃
園
文
庫
に
存
し
て
い
る
。
宮
川
葉
子
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
、
蓬

左
文
庫
蔵
寄
合
の
『
源
氏
物
語
』
の
『
紅
葉
賀
』
『
玉
童
』
の
巻
が
、
兼
成
の
書
写
と
推
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
文
禄
二
年
五
月
二
日

（
、
）

の
奥
書
を
有
す
る
百
首
歌
が
残
さ
れ
て
い
た
り
、
『
言
継
卿
記
』
の
同
四
年
十
一
月
一
日
条
に
よ
る
と
、
徳
川
家
康
に
「
伊
勢
物
語
」
を
講
釈

し
、
『
伊
勢
物
語
』
の
古
注
釈
も
遣
し
て
い
る
。

（
Ⅱ
）

さ
ら
に
、
池
田
利
夫
氏
に
よ
り
、
紹
介
さ
れ
た
陽
明
文
庫
蔵
、
近
衛
信
伊
等
筆
本
の
寄
合
は
、
松
風
の
巻
を
水
無
瀬
兼
成
が
、
真
木
柱
の
巻

を
水
無
瀬
氏
成
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
松
井
文
庫
に
は
、
幽
斎
筆
の
水
無
瀬
家
宛
の
貴
重
な
書
状
（
二
七
九
七
）
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
以
下
に
そ
の
翻
刻
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

の
略
称
と
の
可
能
性
も
残
さ
れ
、
兼
成
、
氏
成
、
両
者
の
ど
ち
ら
か
は
今
は
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

兼
成
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
三
条
西
公
条
の
男
で
あ
る
。
そ
し
て
、
通
為
と
公
条
女
の
男
が
通
勝
で
あ
り
、
兼
成
は
も
ち
ろ
ん
伯
父
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
通
勝
は
、
そ
の
伯
父
に
関
係
の
深
い
水
無
瀬
に
て
、
『
源
氏
物
語
』
を
講
釈
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
本
稿
は
、
兼
成
及
び
氏
成
の
伝
記
を
辿
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
両
者
の
文
学
事
跡
の
引
用
は
必
要
最
小
限
に
留
め
た
い
が
、

｜
」
の
事
に
関
す
る
研
究
は
殆
ど
為
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
管
見
に
及
ん
だ
も
の
の
中
か
ら
こ
こ
に
幾
つ
か
の
寸

先
日
者
遙
些
御
尋
恭
候
、

（
本
文
）
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羽
林
人
々
御
中

書
籍
一
巻
を
返
納
す
る
こ
と
と
、
「
付
墨
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
和
歌
の
批
点
を
請
わ
れ
、

（
吃
）

図
録
の
な
か
で
は
、
「
和
歌
の
批
点
を
請
う
と
い
う
こ
と
か
ら
若
い
氏
成
へ
の
書
状
」
。

（
吃
）

図
録
の
な
か
で
は
、
「
和
歌
（

学
の
素
養
が
豊
富
で
あ
っ
た

と
い
う
条
が
存
し
注
目
さ
れ
る
。

更
に
、
『
兼
見
卿
記
』
を
旙
く
に
通
勝
逐
電
に
関
連
し
て
、

天
正
八
年
六
月
廿
日
於
殿
口
水
無
瀬
黄
門
云
、
中
院
〔
通
勝
〕
逐
電
也
、
就
伊
予
之
局
之
儀
也
、

不
慮
之
由
申
詑

将
又
已
前
之
一
巻
致
返

納
候
、
付
墨
事
任
貴
意

如
此
候
、
結
句
所
些
加
批
語
候
、
芳

狼
籍
千
萬
候
、
猶
以
拝
面

可
得
御
意
候
、
恐
憧
謹
言
、

卯
月
十
八
日
玄
旨
（
花
押
）

水
無
獺

幽
玄斎
旨

批
語
も
加
え
て
お
い
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
水
無
瀬
父
子
は
文

可4n
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論
旨
を
元
に
戻
そ
う
。
兼
成
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
九
月
十
八
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
直
接
慶
長
年
間
の
一
連
の
水
無
瀬
で
の

通
勝
講
釈
を
耳
に
し
た
か
否
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
掲
す
る
が
、
氏
成
は
『
九
条
家
本
』
の
料
簡
に
お
い
て
「
氏
成
」
と
示
さ
れ

る
。
よ
っ
て
、
『
九
条
家
本
』
の
中
の
「
水
中
」
は
、
「
氏
成
」
と
区
別
し
た
か
と
思
わ
れ
、
兼
成
と
推
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
兼
成
、
氏
成
、
両
者
の
可
能
性
を
払
拭
し
き
れ
な
い
限
り
、
そ
の
二
人
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た

こ
の
慶
長
七
年
は
、
源
氏
物
語
の
古
注
釈
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
年
で
あ
る
。
慶
長
七
年
四
月
十
二
日
に
は
紹
巴
が
没
し
た
。
『
九

条
家
本
』
に
関
係
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
公
条
の
講
釈
を
受
け
た
三
条
西
流
の
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
を
受
け
継
ぐ
人
物
を
相
次
い
で
亡
く
し

た
年
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
記
し
て
お
き
た
い
。

後
陽
成
天
皇
の
講
釈
と
『
九
条
家
本
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
史
実
と
の
照
合
を
中
心
に
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

前
掲
し
た
記
載
の
よ
う
に
、
「
院
様
」
「
天
子
」
の
説
を
伝
え
る
記
載
は
「
追
」
（
追
記
）
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
本
編
に
お
い
て
も
「
院
様
」
「
天

子
」
の
説
は
記
さ
れ
る
。
以
下
は
『
九
条
家
本
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

め
し
う
と
今
ノ
代
に
手
か
け
も
の
な
と
上
い
ふ
や
う
な
る
事
な
り
め
し
と
共
よ
む
へ
し
又
め
し
つ
と
共

漬
へ
し
是
は
後
陽
成
の
勅
説
卜
也
と
が
人
を
め
し
う
と
上
云
事
は
近
代
也
む
か
し
は
な
き
事
也

（
第
二
冊
・
胡
蝶
・
九
十
七
丁
裏
）

い
’
こ
田
心
シ
フ
、三

、
成
立
に
つ
い
て
ｌ
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
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日
本
記
や
ま
と
ぶ
み
と
然
る
へ
し
と
院
様
は
仰
せ
ら
る
奥
と
也
何
れ
て
も
苦
し
か
る
ま
し
と
素
然
は
仰

せ
ら
る
上
（
第
三
冊
・
蛍
・
四
丁
表
）

と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
此
清
側
は
天
子
の
御
説
索
然
〈
と
さ
も
の
さ
ま
し
も
濁
て
覚
ゆ
と
仰
ら
る
何
に
て
も

後
陽
成
院

く
る
し
か
る
ま
し
（
第
三
冊
・
若
菜
下
．
八
二
丁
裏
）

以
上
よ
り
『
九
条
家
本
』
に
お
け
る
「
院
様
」
「
天
子
」
の
説
と
は
後
陽
成
天
皇
（
後
陽
成
院
）
の
講
釈
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
講
釈
は
、
講
釈
者
で
あ
る
通
勝
や
、
あ
る
い
は
「
水
中
」
を
介
し
て
一
．
九
条
家
本
』
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
院
様
」
「
天
子
」
と
い
う
呼
称
が
両
方
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
後
陽
成
天
皇
が
、
後
水
尾
天
皇
に
譲
位
し
院
政
を
復

活
さ
せ
た
の
は
慶
長
十
六
年
（
一
六
二
）
三
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
後
陽
成
天
皇
が
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
『
九
条
家
本
』
の
書
写
年
代
が
元
和
以
降
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
成
立
過
程
を
考

右
に
掲
げ
た
、
『
九
条
家
本
』
の
中
の
「
蛍
」
の
巻
の
「
日
本
記
」
以
下
の
記
述
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
通
勝
は
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一

○
）
に
没
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
載
は
、
後
陽
成
天
皇
が
譲
位
し
た
こ
と
を
知
る
由
の
な
い
、
既
に
没
し
た
通
勝
が
「
院
様
」
と
い
う

呼
称
を
用
い
て
講
じ
た
と
い
う
記
事
に
な
り
矛
盾
か
生
じ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
こ
の
『
九
条
家
本
』
の
聴
聞
者
（
Ｉ
筆
記
者
）
の
側
の
問
題
と
解
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
通
勝
没
後
、
元
和
年

間
、
後
陽
成
天
皇
は
上
皇
と
な
り
「
後
陽
成
院
」
と
称
し
た
。
通
勝
が
講
じ
た
際
の
後
陽
成
院
に
対
す
る
呼
称
で
は
な
く
、
『
九
条
家
本
』
が

筆
記
さ
れ
る
と
き
、
筆
記
者
が
元
和
年
間
に
お
け
る
呼
称
を
取
り
込
ん
だ
と
み
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
聴
聞
者
で
あ
り
『
九
条
家
本
』
の
筆
記

者
の
問
題
と
理
解
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
咽
）
（
陞
）

さ
て
、
島
崎
健
氏
の
後
陽
成
天
皇
の
源
氏
物
語
講
釈
に
つ
い
て
の
研
究
、
最
近
で
は
小
高
道
子
氏
に
よ
る
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
が
記
さ
れ
て

え
る
上
で
重
要
な
記
載
な
の
で
あ
る
。
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と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
実
条
の
発
起
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
通
勝
と
の
関
係
に
於
い
て
は
、
特
筆
す
べ
き
事
柄
と
し
て
以
下
の
『
お
湯
殿
の
日
記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

慶
長
十
二
年
十
一
月
十
二
日
…
中
ゐ
ん
殿
し
て
。
け
ん
し
の
御
き
や
う
か
う
あ
そ
ば
す
。

同
十
三
日
：
、
中
ゐ
ん
め
し
て
。
け
ん
し
の
御
け
う
か
う
あ
そ
は
す
。
し
や
う
こ
ゐ
ん
殿

ち
ら
と
な
る
。

十
五
日
。
：
二
（
こ
鰍
）
御
所
に
て
け
ん
し
の
御
た
ん
き
あ
り
。
八
て
う
殿
。
大
か
く
寺

殿
。
正
こ
ゐ
ん
殿
な
る
。
く
も
し
ま
い
る
。
ゑ
な
ノ
ー
お
と
こ
た
ち
も
十
四
五

人
し
こ
う
あ
り
。

と
い
う
記
事
に
よ
り
、
通
勝
は
、
後
陽
成
天
皇
と
共
に
『
源
氏
物
語
』
の
校
合
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
得
ら
れ
た
後
陽
成
天
皇
の
説
を
通
勝
は
、
水
無
瀬
で
の
講
釈
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
る
と
い
う
（
他
の
注
釈
書
か
ら
の
引
用
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
）
、
智
仁
親
王
の
源
氏
物
語
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
管
見
に
及
ん
だ
。

こ
の
『
九
条
家
本
』
の
講
釈
と
同
時
期
の
慶
長
九
年
（
一
六
○
四
）
よ
り
、
後
陽
成
天
皇
が
講
釈
を
行
っ
た
こ
と
が
島
崎
氏
、
小
高
氏
の
調
査

さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
『
源
氏
物
語
聞
耆
』
の
講
釈
年
月
の
書
き
入
れ
よ
り
理
解
で
き
る
。

通
勝
は
、
こ
の
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
を
拝
聴
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
さ
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
、
水
無
瀬
に
お
け
る
自
分
自
身
の
講
釈

に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
出
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

慶
長
九
年
（
一
六
○
四
）
よ
り
開
始
さ
れ
る
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
『
慶
長
日
件
録
』
三
月
一
日
条
に
よ
る
と

三
月
小
一
日
壬
子
入
夜
御
盃
二
参
、
御
前
二
参
、
今
日
、
三
条
西
実
条
卿
就
発
起
、
源
氏
物
語
講
被
遊
由
、

有
勅
定
、
亥
刻
退
出
。

1イゴ，

一l坐り－



四十七一六常磐松文庫蔵『九条家本源氏物語間書』

慶
長
三
年
四
月
十
一
日
…
け
ん
し
は
つ
れ
の
ま
き
也
。
女
中
お
と
こ
た
ち
御
ち
や
う
も
ん
あ
り
。
小
夜
ふ
け

か
た
に
は
て
Ｌ
・
ゑ
な
ノ
、
た
い
し
つ
あ
り
。
…
．
：
み
な
せ
中
納
言
よ
り
い
は
な
し

一
折
ま
い
る
。

慶
長
五
年
四
月
廿
一
日
…
け
ん
し
の
御
か
う
し
や
く
御
所
に
あ
そ
は
す
。
御
所
ノ
、
。
女
中
。
お
と
こ
た
ち

御
ち
や
う
も
ん
あ
り
。

慶
長
五
年
五
月
三
日
…
け
ん
し
は
上
木
の
御
か
う
し
や
く
あ
り
。
御
ち
や
う
も
ん
あ
そ
は
す
。
…

八
日
…
け
ん
し
は
入
木
の
御
か
う
し
や
く
あ
り
。
女
中
。
御
は
ん
し
ゆ
御
ち
や
う
も
ん
あ
り
。

中
の
ゐ
ん
侍
従
の
中
納
言
た
ん
こ
よ
り
の
ほ
ら
れ
て
し
こ
う
あ
り
。

六
月
五
日
…
な
か
の
ゐ
ん
御
ま
い
り
に
て
。
け
ん
し
の
か
う
し
や
く
あ
り
。
…

慶
長
五
年
の
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
が
、
『
九
条
家
本
』
の
講
釈
と
同
様
、
初
音
の
巻
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
嘉
例
に
従
う
も
の
で
あ
る
〔

右
の
記
事
の
中
の
、
聴
聞
者
が
「
お
と
こ
た
ち
」
と
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
兼
成
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
更
に
、
以
下
の
様
な
記
事
が
存
す
る
。

慶
長
五
年
八
月
廿
二
日
…
み
な
せ
中
納
言
ほ
っ
た
い
の
後
け
ふ
し
こ
う
あ
り
。
女
御
よ
り
申
候
て
か
り
ま
い

さ
て
、
一
方
、
『
九
条
家
本
』
の
「
追
記
」
に
お
け
る
「
水
中
」
を
、
水
無
瀬
兼
成
と
仮
定
し
た
場
合
、
前
述
し
た
よ
う
に
慶
長
七
年
に
は

亡
く
な
っ
て
い
る
。
慶
長
九
年
よ
り
始
ま
っ
た
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
を
拝
聴
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
こ
で
『
お
湯
殿
の
日
記
』
を
辿
る
に
慶
長
五
年
の
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
も
後
陽
成
天
皇
の
『
源
氏
物
語
』
講
釈
の
記
事
が
散
見
す

る
『
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ら
る
上
御
は
っ
を
と
て
御
な
か
ま
い
る

兼
成
は
、
慶
長
五
年
八
月
廿
一
日
に
出
家
し
慈
興
と
称
し
た
が
、
そ
の
翌
日
に
は
後
陽
成
天
皇
に
伺
候
し
た
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
に
、

慶
長
五
年
五
月
の
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
を
兼
成
が
拝
聴
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
、
「
水
中
」
を
水
無
瀬
氏
成
の
事
と
解
す
る
と
、
慶
長
九
年
よ
り
行
わ
れ
た
後
陽
成
天
皇
の
講
釈
を
拝
聴
し
て
い
た
可
能
性
は
十

分
に
あ
り
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
直
ち
に
『
言
継
卿
記
』
の
慶
長
九
年
十
月
十
八
日
条
に
、
そ
の
名
を
見
い
だ
す
。

十
月
十
八
日
甲
子
、
天
暗
、
禁
中
黒
戸
ニ
テ
源
氏
葵
御
講
尺
有
之
参
仕
衆
西
園
寺
大
納
言
、
花
山
院
大
納

言
、
予
三
條
宰
相
中
将
、
鷲
尾
宰
相
、
三
條
三
位
中
将
、
光
廣
朝
臣
、
氏
成
朝
臣
、
之
仲
朝
臣
、
実
久
朝

臣
、
季
継
朝
臣
、
秀
直
朝
臣
、
忠
長
朝
臣
、
總
光
朝
臣
、
為
親
朝
臣
、
雅
賢
、
時
直
、
基
久
、
隆
致
、
宗

信
、
顕
成
、
秀
賢
等
也
、

史
実
と
の
照
合
に
お
い
て
も
「
水
中
」
と
は
、
水
無
瀬
父
子
の
両
者
の
可
能
性
が
存
し
後
考
を
俟
ち
た
い
。

物
を
絞
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

兼
成
男
、
氏
成
が
髭

う
な
記
事
が
存
す
る
。

誰
釈
す
る
立
場
の
考
察
は
以
上
と
し
、
こ
の
項
で
は
、
聴
聞
者
（
Ⅱ
著
者
）
に
つ
い
て
の
推
定
を
試
み
る
。
先
ず
は
内
部
徴
証
に
よ
り
そ
の
人

四
、
聴
聞
者
（
Ⅱ
著
者
）
に
つ
い
て
「
私
」
及
び
「
某
‐
｜
の
記
事
よ
り

氏
成
が
通
勝
の
講
釈
を
聴
聞
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
が
、
具
体
的
に
は
『
九
条
家
本
』
の
料
簡
の
一
部
に
、
以
下
の
ょ

、
桐
壺
の
帝
と
申
は
延
喜
一
一
比
し
て
害
た
り
さ
れ
と
も
押
出
し
て
延
喜
と
云
事
は
い
か
入
只
杣
壺
ノ
帝
一
一
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し
て
置
へ
し
朱
雀
院
は
既
二
御
名
を
あ
ら
は
す
う
へ
は
朱
雀
院
也
其
不
審
王
代
記
〈
延
喜
朱
雀
村
上
冷
泉

圓
融
也
是
を
此
物
語
々
ノ
系
図
二
あ
て
Ｌ
ゑ
れ
は
村
上
な
し
如
何
素
然
御
答
よ
く
こ
そ
不
審
申
人
昔
も

今
も
左
様
ニ
云
人
あ
り
さ
れ
共
其
は
此
物
語
の
奥
義
を
能
知
さ
る
人
也
当
流
さ
様
ノ
事
に
て
は
強
た
か

皇
は
ら
す
此
物
語
つ
く
り
も
の
か
た
り
な
れ
〈
虚
も
あ
り
実
も
あ
り
王
代
記
一
兵
相
違
の
こ
と
も
あ
り
唯

此
物
語
の
系
図
の
如
一
一
見
て
置
へ
し
強
い
て
沙
汰
し
て
無
益
の
事
也
私
思
伊
勢
物
語
の
奥
書
一
一
上
古
之

人
強
不
可
尋
其
作
者
只
可
翫
詞
花
言
葉
而
己
如
此
黄
門
書
給
ヘ
リ
是
等
と
一
意
鰍
｛
此
不
審
申
候
時
氏

成
も
／
同
席
に
て
御
聞
候
｝
以
下
略
｛
｝
は
割
注
。
（
第
一
冊
・
料
簡
・
一
丁
表
か
ら
裏
）

『
源
氏
物
語
』
の
準
拠
論
へ
の
言
及
の
後
に
付
け
加
え
ら
れ
る
、
「
私
思
伊
勢
物
語
の
奥
書
」
の
「
私
」
こ
そ
が
、
こ
の
『
九
条
家
本
』
聴
聞
者

で
あ
ろ
う
。
割
注
に
て
示
さ
れ
る
水
無
瀬
兼
成
男
の
氏
成
の
名
が
こ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
肝
心
の
「
私
」
と
は
誰
か
。

冒
頭
に
掲
げ
た
と
お
り
、
『
九
条
家
本
』
の
主
軸
を
為
す
通
勝
の
水
無
瀬
に
て
の
講
釈
は
、
『
眠
江
入
楚
』
の
記
事
と
完
全
に
重
複
す
る
こ
と

は
稀
少
で
あ
る
が
、
以
下
の
天
文
年
間
の
記
事
は
、
『
眠
江
入
楚
』
に
も
後
述
す
る
一
部
を
除
い
て
違
わ
ず
載
せ
る
。
（
幸
い
こ
の
巻
は
、
通
勝
自

筆
の
巻
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
が
『
眠
江
入
楚
』
成
立
当
初
か
ら
存
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
）
。

い
く
そ
た
ひ
君
か
し
し
ま
に
ま
け
ぬ
ら
ん
ｌ
天
文
八
年
五
月
十
二
日
議
定
所
一
一
於
テ
識
釈
の
時
じ
奥
ま
は

河
海
に
日
本
記
を
引
て
退
の
字
尤
ト
モ
可
然
と
云
些
わ
か
幾
度
も
そ
な
た
の
進
退
一
一
負
て
堪
忍
す
る
也

物
な
い
ひ
そ
と
は
承
ざ
る
程
に
也
当
時
み
な
じ
し
ま
を
無
言
ノ
や
う
二
心
え
て
用
る
は
僻
事
に
や
進
退
の

字
の
心
也
し
か
る
を
し
図
ま
に
鐘
つ
く
か
た
に
取
な
し
て
よ
そ
へ
云
る
な
る
へ
し
人
の
我
ま
上
に
物
を
す

る
を
じ
ま
い
に
す
る
と
云
は
此
道
理
也
進
退
の
字
を
じ
奥
ま
い
て
と
よ
め
る
二
通
へ
る
に
や
と
お
ほ
え
た
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り
然
ら
は
じ
上
ま
い
と
声
を
読
へ
き
に
や
先
公
此
声
を
用
給
へ
り
私
云
先
公
ト
ハ
遁
遥
院
也
此
抄
は
称

名
院
ノ
也
又
則
某
申
云
此
事
講
釈
過
ぎ
て
也
足
様
之
御
本
を
申
し
う
け
て
其
ま
些
写
置
所
な
り
私
卜
こ

里
に
あ
る
は
也
足
之
御
事
也
（
第
一
冊
・
六
六
丁
表
か
ら
裏
・
未
摘
花
）

「
い
く
そ
た
ひ
君
か
し
上
ま
に
ま
け
ぬ
ら
ん
」
に
つ
け
ら
れ
る
こ
の
部
分
の
注
記
は
、
『
眠
江
入
楚
』
に
も
「
天
文
八
年
」
か
ら
「
称
名
院
ノ
也
」

迄
を
違
わ
ず
に
載
せ
る
。
そ
の
後
文
の
「
又
則
某
申
云
」
に
よ
り
、
『
九
条
家
本
』
の
そ
の
箇
所
は
『
九
条
家
本
』
の
筆
記
者
と
お
ぼ
し
き

「
某
」
が
通
勝
講
釈
の
後
「
也
足
様
之
御
本
」
を
借
り
受
け
て
写
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
某
」
が
「
料
簡
」
に
示
す
氏
成
と
同
席
し
て
、
通
勝
の
講
釈
を
聴
聞
し
た
人
物
と
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

「
某
」
と
い
う
人
物
は
、
『
九
条
家
本
』
の
以
下
の
記
事
に
も
載
せ
る
。

誰
も
の
と
め
か
た
き
世
な
れ
と
ｌ
誰
ヵ
春
に
し
て
長
閑
か
ら
ま
し
ト
ァ
ル
ニ
な
か
め
て
も
お
も
へ
我
身
の

夕
霞
宗
牧
付
句
也
宗
碩
長
黙
あ
り
此
物
語
の
心
也
お
も
し
ろ
く
付
け
た
る
と
也
足
被
仰
け
り
此
一

巻
ノ
正
筆
あ
る
人
幽
斎
へ
進
上
ス
其
時
拝
見
則
某
モ
写
し
て
所
持
也

（
第
三
冊
・
柏
木
・
九
二
丁
表
よ
り
裏
）

幽
斎
は
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
に
『
宗
牧
連
歌
集
』
を
編
ん
で
い
る
。
そ
の
奥
書
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

右
一
冊
方
上
以
懐
紙
言
写
之
者
也
細
河
兵
部
大
輔
藤
孝
判

干
時
弘
治
二
年
六
月
日

し
か
し
な
が
ら
、
『
宗
牧
連
歌
集
』
の
奥
書
き
に
は
「
以
懐
紙
」
と
あ
る
。
一
方
『
九
条
家
本
』
の
中
の
「
某
」
が
写
し
た
も
の
は
巻
物
で
あ

る
と
示
す
。
ゆ
え
に
、
形
態
が
異
な
り
、
こ
の
『
宗
牧
連
歌
集
』
が
編
ま
れ
た
時
期
を
成
立
の
考
証
に
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
弘
治
二
年
以
前
に
、
幽
斎
は
、
宗
牧
の
連
歌
を
収
集
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
が
、
そ
れ
以
降
に
、
進
上
さ
れ
た
可
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『
九
条
家
本
』
の
注
釈
に
は
、
一
つ
の
法
則
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
通
勝
や
、
三
光
院
の
説
に
対
し
て
は
、
敬
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
紹
巴
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
と

き
こ
え
給
て
本
書
き
て
ｌ
三
光
は
本
書
き
て
と
あ
そ
ば
す
紹
巴
は
手
本
害
き
て
と
讃
ム
三
光
の
御
説
の

如
ク
な
れ
は
て
も
し
上
へ
付
け
て
讃
ム
三
光
ノ
御
説
の
如
ク
な
れ
は
て
も
し
上
へ
付
け
て
讃
へ
し

（
第
一
冊
・
賢
木
・
二
丁
裏
）

御
馬
愚
本
一
ス
あ
を
馬
と
あ
る
を
紹
巴
な
を
し
て
御
馬
と
書
た
り
素
然
は
青
馬
と
濱
給
り
如
何
１
Ｊ
、

（
第
二
冊
・
乙
女
・
七
六
丁
表
）

っ
へ
き
Ｉ
一
本
二
心
ょ
は
く
も
と
め
給
っ
へ
き
と
も
あ
り
｛
巴
の
本
に
は
な
し
｝
源
氏
ノ
御
心
切
な
る
主
上

な
ら
は
か
の
致
仕
の
大
臣
の
こ
上
ろ
ょ
は
く
見
給
ん
と
源
し
の
御
心
の
つ
か
ひ
な
り
林

（
第
四
冊
・
御
法
追
・
十
七
丁
裏
）

散
見
す
る
そ
の
他
の
紹
巴
に
関
す
る
注
記
に
も
、
敬
語
は
い
っ
さ
い
使
わ
れ
て
い
な
い
。
三
光
院
及
び
紹
巴
の
説
は
、
通
勝
の
講
釈
の
中
に
引

能
性
も
又
、
否
定
で
き
な
い
。
通
勝
も
進
上
さ
れ
た
宗
牧
連
歌
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
『
九
条
家
本
』
の
記
事
か
ら
、
通
勝
が
勅
勘
を
蓑

っ
て
、
逐
電
さ
れ
た
天
正
八
年
（
一
五
八
○
）
以
降
に
、
そ
の
一
巻
は
進
上
さ
れ
た
と
魏
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
記
事
か
ら
、
通
勝
、
幽
斎
に
非
常
に
親
し
い
人
物
が
、
「
某
」
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
わ
け
だ
が
他
に
そ
の
人
物
を
限
定
す
る
た
め

に
、
手
掛
か
り
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
、
聴
聞
者
（
Ⅱ
著
者
）
に
つ
い
て
ｌ
紹
巴
と
の
関
係
に
お
い
て

1F1
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用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
に
『
九
条
家
本
』
の
聴
聞
者
に
紹
巴
が
講
じ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
紹
巴
に
対
し
て
敬
語
を
使
わ
な
い
の

は
、
講
釈
者
で
あ
る
通
勝
の
立
場
と
も
と
れ
る
。
堂
上
と
地
下
と
い
う
身
分
の
差
か
ら
く
る
意
識
の
表
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
、
先

述
し
た
よ
う
に
、
通
勝
は
紹
巴
に
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
を
所
望
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
紹
巴
に
敬
語
を
用
い
な
い
理
由
に
つ

い
て
は
な
か
な
か
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
方
向
か
ら
の
考
察
は
、
今
お
く
と
し
て
、
通
勝
の
こ
の
誹
釈
に
お
い
て
（
も
し
く
は
、
『
九
条
家
本
』
を

ま
と
め
る
段
階
に
お
い
て
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
）
、
こ
の
「
某
」
は
紹
巴
が
校
合
し
た
本
文
を
持
つ
『
源
氏
物
語
』
を
手
元
に
置
い
て
い
た
こ
と
も

例
え
ば
、
二
番
目
に
掲
げ
て
い
る
「
御
馬
」
の
例
に
、
少
し
く
説
明
を
加
う
る
。
も
と
も
と
「
あ
お
馬
」
と
あ
っ
た
本
文
を
紹
巴
は
「
御
馬
」

と
改
訂
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
通
勝
が
異
な
っ
た
『
源
氏
物
語
』
本
文
で
あ
る
「
胄
馬
」
と
示
す
の
で
、
「
如
何
ノ
、
」
と
そ
れ
ら
に
対

し
て
何
れ
と
も
決
し
が
た
い
と
い
う
態
度
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
愚
本
」
と
称
さ
れ
、
紹
巴
が
訂
正
を
施
し
た
一
本
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
や
は
り
、
紹
巴
近
辺
の
人
物
が
、
こ
の
聴
聞
者
（
Ｉ
筆
記
者
）
と
し
て
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
が
促
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
掲
げ
た
記
載
の
中
の
「
私
」
や
「
某
」
な
る
人
物
か
仮
に
同
一
人
物
を
指
す
も
の
と
し
て
『
九
条
家
本
』
聴
聞
者
（
Ⅱ
筆
記
者
）

わ
か
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
九
条
家
本
』
は
『
年
報
』
（
十
五
・
十
六
・
十
七
号
）
の
口
絵
並
び
に
本
稿
末
尾
で
も
、
写
真
版
を
紹
介
し
て
き
た
。
筆
跡

等
と
い
う
領
域
は
、
主
観
的
な
問
題
で
も
あ
り
判
断
の
困
難
な
作
業
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
「
紹
巴
周
辺
の
人
物
」
に
拘
泥
す
る
の
に
は
理

す
の
で
あ
る
。
慶
長
年
間
の
一

る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
掲
げ
」

を
想
定
し
て
み
た
い
。

こ
の
『
九
条
家
本
』
の
成
立
の
下
限
を
示
す
と
思
わ
れ
る
記
載
は
、
先
掲
の
ど
の
記
事
で
も
良
い
の
だ
が
、
後
陽
成
天
皇
を
、
「
院
」
の
呼
称

を
以
て
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
事
柄
に
よ
り
『
九
条
家
本
』
の
書
写
年
代
が
、
元
和
年
間
以
降
で
あ
る
こ
と
を
示

す
の
で
あ
る
。
慶
長
年
間
の
通
勝
の
講
釈
を
聞
き
、
元
和
年
間
に
も
生
存
し
て
い
た
紹
巴
近
辺
の
人
物
が
、
こ
の
聴
聞
者
で
あ
り
筆
記
者
で
あ

－152－



四十七一六常磐松文庫蔵『九条家本源氏物語聞言』

由
が
あ
る
。

（
巧
）

そ
れ
は
、
山
口
県
毛
利
博
物
館
所
蔵
の
『
毛
利
元
就
句
集
』
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
元
就
の
連
歌
を
紹
巴
が
編
集
書
写
し
た
も
の
で
、

前
半
が
付
句
四
九
句
、
後
半
が
発
句
三
十
句
の
元
就
の
句
を
選
び
、
そ
の
全
句
に
評
語
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

長
文
の
奥
書
の
中
に
、
「
元
亀
三
年
二
月
は
し
め
こ
れ
を
し
る
し
を
は
り
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
成
立
年
次
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
紹
巴
筆
の
『
毛
利
元
就
句
集
』
に
ガ
ラ
ス
越
し
で
は
あ
っ
た
が
至
近
距
離
に
て
接
し
た
と
き
、
こ
の
『
九
条
家
本
』
の
筆
跡
と
何
ら
か
の
繋

が
り
を
感
じ
さ
せ
る
に
は
十
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
肥
）

更
に
、
『
久
我
家
文
書
』
に
収
め
る
紹
巴
の
書
簡
も
、
観
覧
し
た
が
こ
れ
も
基
本
的
に
は
、
何
か
『
九
条
家
本
』
の
筆
跡
と
同
一
線
上
に
あ

る
印
象
を
持
っ
た
。
こ
の
二
点
に
限
ら
ず
紹
巴
の
害
と
さ
れ
る
も
の
と
、
『
九
条
家
本
』
と
の
筆
跡
は
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
、
紹

巴
は
こ
の
『
九
条
家
本
』
の
書
か
れ
た
時
期
に
は
既
に
没
し
て
い
る
。

さ
て
、
具
体
的
な
推
定
を
試
象
る
。
紹
巴
に
最
も
近
し
い
人
物
と
し
て
、
連
歌
師
と
し
て
の
後
継
者
で
あ
り
更
に
実
子
で
も
あ
る
玄
価
、
玄

仲
。
そ
し
て
、
昌
休
の
男
で
あ
る
昌
叱
、
昌
叱
の
男
で
あ
る
昌
琢
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
前
者
を
里
村
北
家
、
後
者
を
里
村
南
家
と
称

（
〃
）

し
、
そ
れ
は
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
た
と
奥
田
勲
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

『
九
条
家
本
』
の
成
立
年
次
、
つ
ま
り
、
慶
長
年
間
の
水
無
瀬
に
て
の
通
勝
の
講
釈
を
聞
き
、
元
和
年
間
に
も
生
存
し
て
い
る
人
物
が
最
咄

そ
の
可
能
性
の
高
い
人
物
と
推
定
さ
れ
る
。

北
家
の
玄
価
、
玄
仲
を
ふ
た
場
合
、
こ
の
二
人
の
没
年
を
確
認
す
る
に
、
玄
価
は
、
若
く
し
て
世
を
去
っ
て
お
り
慶
長
十
二
年
（
一
六
○
七
）

没
、
玄
仲
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
没
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
北
家
の
中
で
は
、
玄
仲
の
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
南
家
に
目
を
向
け
る
と
、
昌
叱
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
○
三
）
没
、
昌
琢
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
六
あ
る
い
は
三
八
と
す
る
説
あ
り
）

ブ

つ
○
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没
。
よ
っ
て
、
昌
琢
の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
玄
仲
、
昌
琢
の
筆
跡
に
つ
い
て
で
あ
る
。
玄
仲
自
筆
の
も
の
と
し
て
は
、
纒
ま
っ
た
も
の
と
し
て
関
西
大
学
図
書
館
蔵
『
万
葉
集
宗

祇
抄
』
（
肌
、
剛
、
別
、
１
）
が
そ
の
奥
書
を
伴
う
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
『
万
葉
集
宗
祇
抄
』
は
『
九
条
家
本
』
と
は
同
筆
で
は
な
か

っ
た
。
宮
内
庁
書
陵
部
に
お
い
て
玄
仲
の
短
冊
を
拝
見
す
る
機
会
も
得
た
が
、
『
万
葉
集
宗
祇
抄
』
と
は
同
筆
と
い
え
る
が
、
『
九
条
家
本
』
と

は
別
筆
で
あ
っ
た
。
陽
明
文
庫
に
存
す
る
玄
仲
書
状
（
国
文
学
資
料
館
請
求
記
号
調
１
部
ｌ
洲
）
な
ど
は
、
『
九
条
家
本
』
の
筆
跡
と
似
通
っ
て
い

る
よ
う
だ
が
、
書
状
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
判
断
が
難
し
い
。

ま
た
、
昌
琢
の
筆
跡
は
、
多
く
『
日
本
耆
蹟
大
鑑
』
に
も
納
め
て
お
り
、
手
近
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
良
く
似
て
は
い

る
の
だ
が
、
決
定
打
に
欠
け
今
後
の
調
査
を
要
す
る
。

『
九
条
家
本
』
に
お
け
る

い
さ
さ
か
考
察
を
試
み
る
。

す
き
ノ
ー
、
し
う
三
条
殿
は
す
き
，
Ｉ
、
し
う
也
足
は
す
き
ｊ
く
Ｉ
し
う
也
清
濁
少
し
か
は
る

（
第
一
冊
・
八
四
丁
表
・
花
宴
）

あ
ふ
き
上
こ
え
さ
す
る
を
ｌ
也
足
ハ
ウ
キ
ト
給
り
後
来
三
条
殿
一
一
尋
候
へ
は
ア
ヲ
キ
ト
読
ゑ
て
も
く
る
し
か

ら
す
と
仰
せ
ら
れ
候
（
第
三
冊
・
六
十
丁
表
・
若
菜
上
）

｜
」
こ
に
載
せ
ら
れ
る
三
条
殿
と
は
、
三
条
実
条
で
は
（
一
五
七
五
～
一
六
四
四
）
あ
る
ま
い
か
。
父
公
國
（
実
枝
男
）
を
早
く
に
亡
く
し
、
幽
斎
か
ら

六
、
通
勝
講
釈
の
聴
聞
者
達
、
あ
る
い
は
通
勝
講
釈
に
関
係
す
る
人
物
に
つ
い
て

に
お
け
る
通
勝
の
講
釈
に
同
座
し
て
い
た
人
物
、
も
し
く
は
、
こ
の
講
釈
に
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
た
人
物
に
つ
い
て
、
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歌
学
を
学
び
、
ま
た
古
今
伝
授
も
受
け
て
い
る
。
『
九
条
家
本
』
に
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

人
の
御
心
ゆ
く
へ
き
手
の
か
き
り
を
つ
く
さ
せ
給
ふ

此
詞
朱
に
て
そ
ぱ
に
か
た
假
名
に
て
か
く
是
三
条
家
二
か
き
る
也
（
第
二
冊
・
九
五
丁
裏
・
胡
蝶
）

（
肥
）

こ
れ
を
『
日
本
大
学
蔵
三
条
西
家
証
本
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
に
、
確
か
に
朱
に
て
書
き
入
れ
が
あ
る
こ
と
が
、
確
か
め
ら
れ
る
。
幽
斎
は
、

し
ば
し
ば
三
条
西
家
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
借
り
出
し
、
書
写
し
て
い
る
。
内
に
通
勝
も
寄
合
の
一
人
と
し
て
そ
の
書
写
に
参
じ
て
い
る
こ
と

は
、
熊
本
大
学
寄
託
永
吉
文
庫
蔵
「
源
氏
物
語
』
（
丑
上
’
一
）
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
写
の
折
に
、
右
に
掲
げ
た
胡

峡
の
巻
の
『
九
条
家
本
』
の
箇
所
を
通
勝
が
控
え
て
お
り
、
講
じ
た
と
も
と
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
一
番
精
通
し
て
お
り
、
水
無
瀬
で

の
講
釈
に
同
座
し
そ
う
な
人
物
と
な
る
と
実
条
が
、
最
も
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
三
項
目
に
掲
げ
た
初
音
の
巻
の
記
事
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
連
歌
師
心
前
（
生
年
未
詳
～
一
五
八
八
）
も
挙
げ
ら
れ
る
。
更
に
、
直
接

こ
の
通
勝
の
水
無
瀬
に
お
い
て
の
講
釈
に
同
座
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
以
下
の
記
事
に
よ
り
寿
命
院
も
挙
げ
ら
れ
る
。

″

御
ぞ
う
曽
此
字
な
る
へ
し
昔
よ
り
色
入
一
一
云
共
此
義
し
か
る
へ
し
曽
ｌ
孫
な
と
上
云
に
も
是
を
害
也

寿
命
院
是
を
見
い
だ
さ
れ
た
る
と
素
然
御
か
た
り
候
（
第
四
冊
・
三
三
丁
裏
・
竹
川
）

こ
の
寿
命
院
と
は
、
医
者
で
あ
る
秦
宗
巴
（
一
五
五
○
～
ニ
ハ
○
七
）
か
と
推
さ
れ
る
。

（
喝
）

と
こ
ろ
で
、
中
院
通
勝
男
で
あ
る
通
村
の
源
氏
、
伊
勢
、
百
人
一
首
の
注
釈
は
、
日
下
幸
男
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
氏

の
論
考
の
中
に
、
中
院
通
茂
筆
か
と
さ
れ
る
、
京
都
大
学
陳
列
館
古
文
書
室
蔵
中
院
文
書
（
七
一
／
二
四
九
）
包
紙
上
書
「
覚
書
」
の
一
通
（
三
六

×
五
三
糎
）
が
収
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
注
意
を
要
す
る
記
事
が
存
在
す
る
。
今
、
氏
の
紹
介
に
拠
り
そ
の
一
部
を
、
改
め
て
録
し
た
い
。

…
．
：
源
氏
〈
也
足
読
申
候
時
ノ
後
十
輪
院
聞
書
有
之
候
。
是
も
焼
失
候
。
…
…

後
十
輪
院
も
通
勝
の
講
釈
を
「
聞
耆
」
し
て
い
た
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
講
釈
が
『
九
条
家
本
』
と
時
を
同
じ
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右
の
よ
う
に
、
紹
巴
、
三
光
院
の
説
が
引
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
若
菜
下
の
記
事
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
『
九
条
家
本
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
講
釈
を

受
け
た
通
勝
が
、
そ
れ
ら
の
説
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
慶
長
年
間
に
行
っ
た
講
釈
の
聞
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
記
事
が
散
見
す
る
。

く
す
る
も
の
か
否
か
判
ら
な
い
が
、
通
村
も
何
時
か
の
通
勝
講
釈
に
連
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
一
節
で
あ
る
。

水
無
瀬
に
て
講
じ
ら
れ
た
通
勝
の
源
氏
講
釈
の
様
相
が
、
多
少
、
具
体
的
に
な
っ
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
の
『
九
条
家
本
』
の
内
容
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
。

こ
の
項
に
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
実
は
多
岐
に
わ
た
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
通
勝
か
講
じ
る
際
に
用
い
た

三
光
院
の
説
を
中
心
に
す
る
考
察
、
『
眠
江
入
楚
』
と
の
相
違
を
示
す
『
林
逸
抄
」
の
引
用
、
さ
ら
に
、
「
清
点
と
濁
点
」
及
び
「
読
み
」
に
か

か
わ
る
注
記
に
つ
い
て
、
以
上
三
点
に
絞
っ
て
の
瞥
見
を
試
み
た
い
。

『
九
条
家
本
』
の
若
菜
下
の
巻
の
中
程
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
存
在
す
る
。

宮
に
い
と
よ
く
ｌ
是
よ
り
以
前
は
臨
江
斎
二
聞
是
よ
り
以
後
は
末
ま
で
透
し
て
三
光
院
ノ
御
講
釈
を
間

と
素
然
御
物
語
也
（
第
三
冊
・
若
菜
下
・
七
八
丁
表
）

桑
ぎ
わ
に
ま
さ
り
て
な
ん
涙
の
心
也
紹
巴
発
句
に
な
か
れ
よ
り
て
汀
ま
さ
れ
る
氷
か
な
三
光
院
難

し
給
る
と
そ
（
第
二
冊
・
須
磨
・
一
八
丁
表
）

打
過
ま
し
や
ｌ
三
光
院
は
し
文
字
を
渭
給
へ
り
紹
巴
は
濁
れ
り
如
何
上
上
（
同
．
二
一
丁
表
）

七
、
『
九
条
家
本
源
氏
物
語
』
の
内
容
に
つ
い
て

可ノーハ
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こ
こ
で
は
、
三
光
院
の
説
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

問
題
と
な
る
の
は
、
『
眠
江
入
楚
』
の
料
簡
に
記
さ
れ
る
「
此
抄
引
所
肩
付
」
の
中
の
「
妻
」
と
の
相
関
関
係
で
あ
る
。

菱
三
光
院
ノ
義
此
内
或
〈
被
抄
出
之
処
ア
リ
然
而
若
菜
下
ヨ
リ
宇
治
十
帖
は
予
聞
書
を
妻
ト
載
了
桐

壺
よ
り
明
石
巻
ま
て
は
彼
抄
ノ
分
を
菱
と
書
聞
言
を
菱
聞
之
此
内
私
ト
書
之
者
予
今
案
之
義
也
諸
抄
二

不
注
之
所
二
肩
付
之
分
は
予
ヵ
註
加
之
諸
抄
二
相
違
有
テ
其
外
二
今
案
を
註
付
ル
分
ヲ
私
卜
註
之
了

（
鋤
）

伊
井
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
眠
江
入
楚
』
を
著
す
に
当
た
っ
て
、
収
集
し
た
諸
注
釈
の
中
の
一
つ
に
「
三
光
院
」
の
説
が
あ
っ
た
。
そ

の
「
三
光
院
」
の
説
と
は
、
実
枝
自
身
が
纏
め
た
注
釈
害
と
通
勝
が
実
枝
の
講
釈
を
聴
聞
し
纏
め
た
も
の
と
二
つ
別
々
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
両
方
が
手
元
に
あ
る
明
石
の
巻
ま
で
は
、
実
枝
自
身
が
纏
め
た
注
釈
書
を
『
眠
江
入
楚
』
に
引
用
す
る
と
き
に
は
、
「
菱
」
と
記

し
、
ま
た
、
通
勝
自
身
の
聞
耆
か
ら
の
引
用
は
「
妻
聞
」
と
し
区
別
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
更
に
、
通
勝
自
身
の
聞
耆
の
ゑ
が
存
す
る
若
菜

下
よ
り
宇
治
十
帖
ま
で
は
「
菱
」
と
記
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
眠
江
入
楚
』
所
引
の
実
枝
の
注
釈
の
実
際
の
様
相
に
つ
い
て
は
伊
井
氏
に
従
い
た
い
が
、
料
簡
の
中
の
記
載
の
「
然
而
若
菜
下
ヨ
リ
宇
治

十
帖
は
予
聞
害
を
菱
ト
載
了
」
は
、
直
ち
に
『
九
条
家
本
』
の
「
桑
や
に
い
と
よ
く
ｌ
」
と
符
合
を
見
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が

同
じ
若
菜
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
箇
所
以
降
を
通
勝
は
実
枝
講
釈
を
受
け
て
い
た
と
い
う
公
算
が
高
い
。

ま
た
、
『
九
条
家
本
』
に
は
三
光
院
の
名
前
が
伊
井
春
樹
氏
の
『
眠
江
入
楚
』
に
お
け
る
調
査
か
ら
は
、
検
出
さ
れ
て
い
な
い
巻
に
て
見
い

だ
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
直
接
三
光
院
の
文
学
事
跡
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。

斎
宮
伊
勢
ノ
斎
宮
は
帝
一
代
一
二
度
つ
具
か
は
り
給
ふ
也
是
二
よ
り
て
不
吉
ノ
例
也
賀
茂
の
は
其
身
ノ

御
け
か
れ
次
第
二
お
り
給
也

に
続
い
て
押
紙
に
て
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ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
ル
ー
ト
も
考
え
ら
れ
る
。
紹
巴
は
林
宗
二
（
一
四
九
八
～
一
五
八
一
）
と
は
早
く
か
ら
交
流
が
あ
り
、
『
林
逸
抄
』
が
里
村

家
に
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
『
九
条
家
本
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
そ
の
両
方
の
可
能
性
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
『
九
条
家
本
』
の
『
林
逸
抄
』
の
引
用
に
は
い
さ
さ
か
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

す
さ
ま
し
き
た
め
し
に
ｌ
古
抄
共
に
委
し
三
光
院
御
吾
二
春
待
し
心
浅
さ
ょ
冬
の
夜
か
す
ま
ぬ
月
□

匂
ふ
梅
か
些
右
ノ
心
也
（
第
二
冊
・
朝
顔
・
七
一
丁
表
）

実
技
の
源
氏
講
釈
と
は
、
異
る
次
元
で
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
各
場
面
か
ら
想
起
さ
れ
る
事
柄
を
連
歌
に
、
和
歌
に
と

実
枝
が
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
『
九
条
家
本
』
に
お
け
る
記
載
で
あ
る
。

次
に
触
れ
て
お
き
た
い
事
柄
と
し
て
、
『
林
逸
抄
』
と
の
関
連
が
あ
る
。
『
眠
江
入
楚
』
と
の
最
大
の
相
違
の
『
林
逸
抄
』
の
有
無
で
あ
る
。

当
時
の
『
林
逸
抄
』
の
享
受
の
有
様
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
『
近
衛
家
文
書
』
に
収
め
る
以
下
の
書
簡
が
あ
る
。

誠
久
不
得
尊
意
候
、
価
林
逸
抄
玉
鬘
よ
り
真
木
柱
ま
て
十
冊
則
懸
御
目
候
い
つ
ま
て
も
不
苦
候

（
表
書
）
六
日滋

野
井
殿
通
勝

「
誠
久
不
得
尊
意
候
」
か
ら
『
林
逸
抄
』
を
手
に
し
た
通
勝
の
口
吻
が
伝
わ
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。

通
勝
が
、
水
無
瀬
に
て
の
誹
釈
に
『
林
逸
抄
』
を
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
確
証
は
右
の
記
事
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
林
宗
二
に
よ
る

『
林
逸
抄
』
が
、
通
勝
の
手
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
の
ル
ー
ト
か
ら
『
九
条
家
本
』
に
お
け
る
講
釈
の
最
中
に
用
い
ら
れ
た
可

能
性
は
、

更
ルア
VL－

が
、
通
勝
の

十
分
に
あ
る
。

國
か
は
り
つ
‐
今
帰
る
都
路
巴
ふ
り
す
て
鈴
香
山
｛
三
光
院
殿
｝

（
第
二
冊
・
賢
木
・
二
丁
裏
）
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前
述
し
た
よ
う
に
、
「
追
」
の
箇
所
に
の
象
「
林
逸
抄
』
の
引
用
が
さ
れ
る
。
以
下
、
大
ま
か
な
傾
向
を
示
す
と
、
冒
頭
の
巻
々
に
は
散
見
す

る
も
の
の
紅
葉
賀
以
下
、
野
分
の
巻
ま
で
、
そ
の
引
用
を
示
す
「
林
」
と
い
う
文
字
を
付
す
註
は
存
在
し
な
い
。
以
後
、
次
第
に
『
林
逸
抄
』

の
引
用
は
増
大
し
、
宇
治
十
帖
に
お
け
る
「
追
」
は
ま
さ
に
『
林
逸
抄
』
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
過
言
で
は
な
い
躰
で
あ
る
。

今
、
事
の
詳
細
に
触
れ
な
い
の
に
は
、
「
林
」
と
い
う
出
典
名
を
記
さ
な
く
と
も
『
林
逸
抄
』
を
引
用
す
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
ヨ
言
と
し
て
注
を
引
用
す
る
箇
所
が
、
「
追
記
」
に
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
『
尋
流
抄
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
近
時
、

（
虹
）

井
爪
康
之
氏
に
よ
っ
て
、
翻
刻
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
『
眠
江
入
楚
』
に
は
遂
に
見
い
だ
す
こ
と
の
な
い
『
尋
流
抄
』
を
引
用
す
る
こ
と
は
注
目

（
犯
）

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
『
林
逸
抄
』
所
引
の
そ
れ
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
が
、
『
眠
江
入
楚
』
と
の
大
き
な
相
違
点
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
特
色
で
あ
る
「
清
点
」
と
「
濁
点
」
に
関
す
る
注
記
の
多
さ
や
、
「
読
承
」
に
拘
る
註
に
つ
い
て
染
て
お
き
た
い
。

（
鍋
）

こ
の
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
に
お
け
る
「
よ
ゑ
く
せ
」
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
邦
基
氏
の
研
究
に
詳
し
く
そ
れ
に
拠
り
た
い
と

思
う
。
「
江
戸
時
代
初
期
の
後
水
尾
院
（
一
五
九
六
～
一
六
八
○
）
を
中
心
と
す
る
堂
上
に
お
け
る
源
氏
物
語
講
釈
の
実
態
を
知
る
上
で
の
有
力

な
資
料
で
あ
る
」
。
と
さ
れ
る
も
の
に
京
都
大
学
蔵
『
源
氏
清
濁
』
が
存
す
る
。
こ
の
『
源
氏
清
濁
』
に
つ
い
て
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
「
貞
亨

（
一
六
八
八
）
三
五
六
日
御
抄
出
之
説
」
（
柏
木
）
若
し
く
は
、
「
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
抄
出
之
説
」
（
若
菜
下
）
の
頃
と
推
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
引

用
さ
れ
る
人
名
の
中
で
「
紹
巴
、
三
光
、
也
足
」
と
い
っ
た
『
九
条
家
本
』
に
お
い
て
も
関
わ
り
合
い
の
深
い
人
物
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら

『
九
条
家
本
』
を
含
め
そ
の
三
著
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
位
置
付
け
が
必
要
で
あ
る
。

『
九
条
家
本
』
の
紅
葉
賀
の
巻
は
以
下
の
よ
う
な
冒
頭
で
あ
る
。

む
す
び
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也
足
御
説

此
え
ん
も
清
涼
殿
に
て
あ
り
此
巻
異
に
面
白
と
古
人
も
申
傳
え
た
り

こ
れ
は
、
著
名
な
『
六
百
番
歌
合
』
の
中
の
俊
成
の
判
、

花
の
宴
の
巻
は
、
殊
に
艶
な
る
物
也

を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
判
詞
は
、
周
知
の
通
り
以
下
の
言
辞
へ
と
続
く
。

源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
ノ
事
也

（
鯉
）

通
勝
も
ま
た
、
後
陽
成
歌
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
に
、
こ
の
「
也
足
御
説
」
は
、
歌
学
の
害
の
一
つ
と
し
て
『
源
氏
物
語
』

が
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
言
辞
に
て
、
通
勝
の
「
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
認
識
の
一
つ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

こ
の
『
九
条
家
本
』
に
は
右
の
よ
う
に
『
眠
江
入
楚
』
に
は
収
め
な
い
通
勝
説
を
載
せ
る
。
そ
こ
に
は
『
眠
江
入
楚
』
を
著
し
た
後
に
も

『
源
氏
物
語
』
を
追
求
し
続
け
る
通
勝
の
思
索
の
姿
勢
や
、
或
い
は
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
歌
人
と
し
て
の
側
面
が
表
出
さ
れ
て
い
る
・

孤
本
と
し
て
の
意
義
と
共
に
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
様
相
を
知
る
に
貴
重
な
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
本
稿

が
、
そ
の
有
様
を
知
る
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
と
思
う
。

（
３
）
野
村
精
一
『
第
三
回
実

所
昭
和
六
十
三
年
十
月

（
４
）
反
町
茂
雄
『
一
古
書
犀
の

注
記引

用
文
献

（
１
）
井
上
宗
雄
「
也
足
軒
・
中
院
通
勝
の
生
涯
」
『
国
語
国
文
』
昭
和
四
○
年
一
月

（
２
）
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
』
昭
和
五
五
年
十
月
第
五
章
実
隆
の
源
氏
学
と
そ
の
展
開
第
五
節
公
条
の
「
源
氏
物
語
秘
抄
」
七
二
頁
～

（
３
）
野
村
精
一
『
第
三
回
実
践
女
子
大
学
蔵
書
展
中
世
・
近
世
に
お
け
る
万
葉
・
源
氏
ｌ
山
岸
文
庫
を
中
心
に
』
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究

古
書
庫
の
思
い
出
』

３
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
平
成
十
年

－160－



四十七一六常磐松文庫蔵『九条家本源氏物語聞害』

（
５
）
井
爪
康
之
「
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
源
氏
抄
』
〈
源
氏
聞
耆
〉
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
元
年
四
月

（
６
）
赤
瀬
信
吾
『
曼
殊
院
蔵
連
歌
連
歌
作
品
目
録
並
年
表
』
『
国
語
国
文
』
昭
和
五
三
年
一
月

（
７
）
井
上
宗
雄
『
中
世
歌
史
の
研
究
室
町
後
期
増
補
版
』
平
成
三
年
三
月

（
８
）
武
井
和
人
『
中
世
和
歌
の
文
献
学
的
研
究
』
笠
間
叢
書
平
成
元
年
明
治
書
院

（
９
）
宮
川
葉
子
『
源
氏
物
語
の
文
化
史
的
研
究
』
平
成
九
年
十
二
月
風
間
書
房
第
一
節
達
左
文
庫
蔵
「
三
条
西
家
源
氏
物
語
」
成
立
の
事
情
一
○
四

頁
な
お
、
同
頁
水
無
瀬
家
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
。

（
、
）
百
首
和
歌
『
中
世
百
首
歌
３
』
古
典
文
庫
昭
和
五
九
年
十
一
月

（
ｕ
）
池
田
利
夫
『
源
氏
物
語
の
文
献
学
的
研
究
序
説
』
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
笠
間
書
院

（
理
）
『
松
井
文
庫
名
品
展
（
１
）
松
井
文
庫
の
絵
画
と
書
蹟
』
昭
和
六
二
年
熊
本
県
立
美
術
館

（
⑬
）
島
崎
健
「
後
陽
成
天
皇
講
「
源
氏
物
語
聞
書
」
」
『
国
語
国
文
』
昭
和
五
十
三
年
一
月

（
皿
）
小
高
道
子
「
智
人
親
王
の
源
氏
物
語
研
究
」
『
中
古
文
学
』
平
成
十
一
年
五
月
小
高
氏
に
よ
る
と
、
『
智
仁
親
王
御
記
』
に
つ
い
て
は
、
慶
長
六
年
二

月
三
日
条
に
、
「
也
足
軒
伺
公
。
は
上
き
上
の
巻
少
講
談
ア
リ
」
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
巧
）
『
毛
利
元
就
展
そ
の
時
代
と
至
宝
』
平
成
九
年
毛
利
元
就
企
画
委
員
会
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

（
猫
）
『
特
別
展
観
中
世
の
貴
族
久
我
家
文
書
修
復
完
成
記
念
』
國
學
院
大
學
平
成
八
年
四
月

（
Ⅳ
）
奥
田
勲
『
連
歌
師
ｌ
そ
の
行
動
と
文
学
ｌ
』
評
論
社
昭
和
五
九
年
十
一
月

（
喝
）
『
日
本
大
学
図
書
館
三
条
西
家
証
本
』
八
木
書
店
平
成
六
年

（
四
）
日
下
幸
男
「
中
院
通
村
の
古
典
注
釈
」
『
上
方
芸
文
研
究
会
み
を
つ
く
し
』
創
刊
号
昭
和
五
十
八
年
一
月
、
な
お
本
稿
引
用
の
記
事
は
、
全
て
野

村
精
一
氏
の
「
源
氏
物
語
古
注
釈
の
成
立
過
程
ｌ
付
、
新
資
料
架
蔵
高
倉
永
慶
筆
「
中
院
殿
源
氏
講
釈
聞
書
」
草
稿
影
印
ｌ
」
『
実
践
国
文
学
』

平
成
四
年
九
月
に
も
再
録
さ
れ
る
。

へへへへ

23222120
…………

九遠稲井伊
年藤賀爪井
五邦敬康春
月基 二 之 樹

ヨヨーロ前

扇子腱罵喜
『
尋
流
抄
』
平
成
十
二
年
三
月
笠
間
書
院

「
林
逸
抄
所
引
の
源
氏
物
語
尋
流
抄
を
め
ぐ
っ
て
」
『
古
代
中
世
国
文
学
』
第
一
号
昭
和
四
九
年
二
月

「
「
よ
み
く
せ
」
と
連
濁
ｌ
源
氏
清
濁
の
畳
語
を
中
心
に
」
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
五
国
語
語
彙
史
研
究
会
編
和
泉
害
院
昭
和
五

『
源
氏
清
濁
・
眠
江
御
聞
書
』
京
都
大
学
資
料
国
語
国
文
叢
耆
諏
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（
型
）
松
村
雄
二
「
源
氏
物
語
歌
と
源
氏
取
り
ｌ
俊
成
「
源
氏
見
ざ
る
歌
ょ
桑
は
遺
恨
の
事
」
前
後
ｌ
」
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
十
四
巻
平
成
十

二
年
六
月
風
間
書
房
は
、
六
百
番
歌
合
に
お
け
る
俊
成
の
著
名
な
立
言
に
対
す
る
今
日
の
研
究
を
総
括
し
て
い
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
の
一
部
は
、
平
成
九
年
八
月
、
於
「
第
二
回
文
芸
資
料
研
究
所
研
究
会
」
「
常
磐
松
文
庫
蔵
『
九
条
家
本
源
氏
物
語
聞
害
』
に
お
け
る
「
水
中
」

に
つ
い
て
ｌ
中
世
末
期
連
歌
と
源
氏
物
語
ｌ
そ
の
周
縁
」
の
発
表
に
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
、
席
上
に
て
、
ま
た
、
私
信
な
ど

に
よ
り
御
教
示
を
下
さ
っ
た
エ
ス
・
ヘ
ラ
ン
サ
・
ラ
ミ
レ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ン
セ
ン
氏
、
鈴
木
淳
氏
、
落
合
博
志
氏
、
浅
田
徹
氏
、
武
井
和
人
氏
、
辻
本
裕
成

氏
、
野
村
精
一
氏
、
横
井
孝
氏
、
上
野
英
子
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
貴
重
な
典
籍
の
閲
覧
を
ご
許
可
下
さ
い
ま
し
た
京
都
大
学
付
属
図
書
館
、
関
西
大
学
図
書
館
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
熊
本
大
学
付
属
図
書
館
寄
託

永
青
文
庫
の
方
々
に
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
追
記
〕

脱
稿
後
、
熊
本
大
学
付
属
図
書
館
寄
託
永
青
文
庫
に
存
す
る
「
源
氏
物
語
」
の
寄
合
書
（
丑
上
’
一
、
丑
上
’
三
）
に
、
幽
斎
、
通
勝
は
も
と
よ
り
、

水
無
瀬
父
子
、
紹
巴
、
心
前
、
宗
巴
等
が
携
わ
っ
て
い
る
事
に
気
付
き
ま
し
た
。
改
め
て
御
報
告
の
機
を
得
た
く
存
じ
ま
す
。

明
治
書
院

奥
田
勲
「

参
考
文
献

土
田
将
雄
『
細
川
幽
斎
の
研
究
』
昭
和
五
十
一
年
笠
間
書
院
・
『
続
・
細
川
幽
斎
の
研
究
』
平
成
六
年
同

「
後
陽
成
院
と
そ
の
周
辺
」
林
達
也
「
中
院
家
の
人
色
鈴
木
健
一
『
近
世
堂
上
和
歌
論
集
』
近
世
堂
上
和
歌
論
集
刊
行
会
編
平
成
一
年
四
月

「
紹
巴
年
譜
稿
」
い
～
③
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
昭
和
四
二
～
四
四
年
十
二
月
、
四
八
年
十
二
月

－162－



四十七一六常磐松文庫蔵『九条家本源氏物語間書』

（
「
九
条
家
本
源
氏
物
語
聞
書
』
第
五
冊
一
オ
）
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